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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　６月１日
至平成28年
　11月30日

自平成29年
　６月１日
至平成29年
　11月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　５月31日

自平成28年
　６月１日
至平成29年
　５月31日

売上高 （千円） － 995,131 599,087 1,987,675 1,642,483

経常利益 （千円） － 171,288 17,312 171,998 172,019

中間（当期）純利益又は当期

純損失（△）
（千円） － 125,072 16,069 △237,064 54,541

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） － 304,219 164,063 304,219 164,063

発行済株式総数 （株） － 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000

純資産額 （千円） － 330,543 236,306 208,806 221,652

総資産額 （千円） － 2,105,558 1,628,661 2,464,373 1,889,447

１株当たり純資産額 （円） － 237.52 168.85 147.83 158.18

１株当たり中間（当期）純利

益金額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） － 91.13 11.71 △181.91 39.74

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） － 15.5 14.2 8.2 11.5

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － △158,465 △67,499 343,677 31,370

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － 71,309 1,547 △163,837 160,438

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － △132,986 △88,010 △406,623 △381,392

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） － 312,946 189,543 533,088 343,505

従業員数
（人）

－ 76 58 76 55

（外、平均臨時雇用者数） (－) (0) (0) (0) (0)

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社は、第17期中については、四半期報告書を提出しており、中間財務諸表を作成していないため、当該経

営指標等については記載しておりません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

５．当社は、平成28年11月１日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場を上場廃止となっており、第18期及び第18

期中並びに第19期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、期中平均株価が把握

できないため記載しておりません。第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

平成29年11月30日現在
 

従業員数（人） 58(0)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当中間

会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

 

(2）労働組合の状況

労働組合はありませんが、労使関係については良好であり、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景に、設備投資の持ち直しや企業収益の改善、雇

用・所得環境の改善等により、緩やかな回復基調が続いております。一方、海外経済の不確実性や海外の政治情勢

など、先行き不透明な状況が続いております。

このような環境の中、「増収増益の実現」「ビジネスモデルの拡大」「メンバーの強化」などに取り組んでまい

りました。

・ＩＴサービス売上

当社の本業である「継続ＩＴサービス」の売上は、一部案件の契約終了により若干減少し、「一時的ＩＴサー

ビス」の売上は、商品売上の大型案件減少による影響を受け低調に推移しました。その結果、ＩＴサービスの売

上高は523,098千円（前年同期比31.3％減）となりました。

・商品売上

商品売上については、前事業年度と比較して大型案件が減少したため、低調に推移しました。その結果、商品

売上は75,988千円（前年同期比67.4％減）となりました。
 
利益面につきましては、販管費の抑制による費用減はあったものの、売上高低下の影響により減少しました。

以上により、当社の当中間会計期間の業績は、売上高599,087千円（前年同期比39.8％減）、営業利益20,019千

円（前年同期比88.2％減）、経常利益17,312千円（前年同期比89.9％減）、中間純利益16,069千円（前年同期比

87.2％減）となりました。

なお、当社の事業はＩＴアウトソース事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

 

(2）キャッシュ・フロー

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は189,543千円となり、前事業年度末

と比較して、153,961千円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、67,499千円（前事業年度は158,465千円の使用）となりました。これは主

に、税引前中間純利益17,312千円、減価償却費10,325千円、リース債権及びリース投資資産の減少額73,892千

円、前払費用の減少額22,779千円、仕入債務の増加額38,829千円、法人税等の還付額28,138千円等があったもの

の、売上債権の増加額27,825千円、たな卸資産の増加額10,288千円、前受金の減少額215,477千円等があったこ

とによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、1,547千円（前事業年度は71,309千円の獲得）となりました。これは主に貸

付けによる支出910千円、敷金及び保証金の差入による支出220千円等があったものの、敷金及び保証金の回収に

よる収入1,282千円、貸付金の回収による収入1,696千円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、88,010千円（前事業年度は132,986千円の使用）となりました。これは、長

期借入金の返済による支出88,010千円があったことによるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(2）受注状況

　当中間会計期間の受注状況を売上区分別に示すと、次のとおりであります。

区分

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ＩＴサービス売上 339,355 △18.9 1,542,879 △22.6

商品売上 76,301 △66.4 23,863 61.2

合計 415,657 △35.6 1,566,743 △22.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　当中間会計期間の販売実績を売上区分別に示すと、次のとおりであります。

売上区分

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ＩＴサービス売上 523,098 △31.3

商品売上 75,988 △67.4

合計 599,087 △39.8

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。

相手先

前中間会計期間
（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

セコムトラストシステムズ株式会社 511,422 51.4 290,342 48.5

いすゞシステムサービス株式会社 103,806 10.4 103,282 17.2
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３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断する

ための客観的な指標等に重要な変更はありません。

　また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

　また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

４【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

５【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）財政状態の分析

当中間会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ260,785千円減少し、1,628,661千円となりました。これ

は、主に現金及び預金の減少、リース投資資産の減価償却による減少等によるものです。

負債合計は、前事業年度末に比べ275,440千円減少し、1,392,354千円となりました。これは、買掛金の増加が

あったものの前受金の減少及び長期借入金の返済による減少等によるものです。

純資産は、前事業年度末に比べ14,654千円増加し236,306千円となりました。これは、中間純利益の計上による

利益剰余金の増加によるものです。

なお、自己資本比率は前事業年度末と比較して2.7ポイント増加し、14.2％となりました。

 

(2）経営成績の分析

当社の当中間会計期間の業績は、売上高599,087千円（前年同期比39.8％減）、営業利益20,019千円（前年同期

比88.2％減）、経常利益17,312千円（前年同期比89.9％減）、中間純利益16,069千円（前年同期比87.2％減）とな

りました。

なお、事業の業績概要は、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　（１）業績」の項目をご参照ください。

 

(3）キャッシュ・フローの状況の分析

「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(２)キャッシュ・フロー」の項目をご参照ください。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,000,000

計 2,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成29年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年12月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,470,000 1,470,000 非上場
単元株式数

100株

計 1,470,000 1,470,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

  会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

    平成26年11月19日取締役会決議

 
中間会計期間末現在
（平成29年11月30日）

提出日の前月末現在
（平成29年11月30日）

新株予約権の数（個） 1,474（注）１ 1,474（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 147,400（注）１ 147,400（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 833（注）１ 同左

新株予約権の行使期間
 自 平成28年７月１日

 至 平成36年３月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       864

資本組入額     432（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとす

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
（注）５ 同左

（注）１．新株予約権の内容

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

EDINET提出書類

モジュレ株式会社(E05600)

半期報告書

 8/37



（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金833円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

＝

 

 

調整前行使価額

 

　 

×

 

既発行株式数

 

＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

 新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

２．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（１）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（２）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記２.（１）記載の

資本金等増加限度額から、上記２.（１）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

３．新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、平成28年３月期から平成30年３月期

までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益

計算書）に記載される当期純利益が1.4億円を超過した場合に、当該利益水準を最初に超過した期の有価証

券報告書の提出日の翌月１日から、行使期間の末日まで行使することができる。なお、国際財務報告基準の

適用や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内

において、別途参照すべき指標を当社の取締役会で定めるものとする。

（２）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、執行役員、監査

役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

（３）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（４）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（５）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．新株予約権の取得に関する事項

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま

たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認

を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場

合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１.（１）に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上

記１.（２)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記５.（３）に従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表の新株予

約権の行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記２．に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

上記４．に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

    平成28年１月６日取締役会決議

 
中間会計期間末現在

（平成29年11月30日）

提出日の前月末現在

（平成29年11月30日）

新株予約権の数（個） 2,000(注)1,2 2,000(注)1,2

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 2,000 2,000

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200,000(注)1,2 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000(注)2 同左

新株予約権の行使期間
自 平成28年１月22日

至 平成31年１月21日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,006.7

資本組入額 発行価格の２分の１
同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はでき

ない。
同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡について

は、当社取締役会の承認を要す

るものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
（注)3 同左

新株予約権の取得条項に関する事項 （注)4 同左

(注) １ 新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。

ただし、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整するものと

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で割当株式数を調整す

る。
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２ 行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）

をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行普通

株式数
＋

交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額

1株当たりの時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する

当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の

交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に

より当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合

はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使

されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当

日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利

を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

⑤本号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締

役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額

は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認

があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普

通株式を交付する。

株式数 ＝
（調整前行使価額 － 調整後行使価額） ×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された普通株式数

調整後行使価額

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引い

た額を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす

る。

 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純

平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨

てるものとする。

 ③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の

日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社が保有する当社普通株式を控除した

数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において

当社が保有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
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(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を

必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必

要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

３ 組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

下、総称して「組織再編成行為」という。）をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存

する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第

１項第８号のイないしホに掲げる株式会社（以下、総称して「再編成対象会社」という。）の新株予約権を、

次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘

案して合理的に決定される数とする。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い

日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本

金の額を減じた額を増加する資本準備金の額に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権

１個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

各本新株予約権の一部行使はできない。また、下記４に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。

４ 本新株予約権の取得事由

本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当

該各取引日における行使価額の150％を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、「取得

日」という。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日におい

て本新株予約権１個につき金670円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが

できる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が

決定する方法により行うものとする。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年６月１日～

平成29年11月30日
― 1,470,000 ― 164,063 ― 81,558

 

（６）【大株主の状況】

  平成29年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

松村　明 東京都港区 453,300 30.84

前田　正治 大阪府大阪市生野区 83,700 5.69

松木　守 東京都小平市 50,500 3.44

飯塚　麻実 東京都大田区 40,000 2.72

菅原　敏彦 宮城県仙台市青葉区 30,000 2.04

木原　和彦 埼玉県戸田市 30,000 2.04

高松　忠行 東京都江戸川区 30,000 2.04

山下　良久 奈良県奈良市 29,900 2.03

渡部　真理 東京都杉並区 21,000 1.43

岩本　葉子 神奈川県横浜市都筑区 18,700 1.27

計 － 787,100 53.54

（注）　上記のほか、自己株式が97,578株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年11月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   97,500 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,372,300 13,723 ―

単元未満株式 普通株式      200 ― ―

発行済株式総数 1,470,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,723 ―

 

②【自己株式等】

平成29年11月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数(株)

他人名義所有株
式数(株)

所有株式数の合
計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

モジュレ株式会社
東京都港区芝五丁

目25番11号
97,500 ― 97,500 6.63

計 ― 97,500 ― 97,500 6.63

 

２【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

３【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（平成29年６月１日から平成29年11月

30日まで）の中間財務諸表について、公認会計士 仲田一元により中間監査を受けております。

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

 前事業年度           公認会計士 上野宜春

 当中間会計期間       公認会計士 仲田一元

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年５月31日)
当中間会計期間

(平成29年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２ 393,505 ※２ 239,543

売掛金 74,225 102,050

商品 7,339 16,542

仕掛品 496 1,582

リース投資資産 888,358 814,466

仮払金 348,051 347,427

預け金 50,000 50,000

その他 141,424 88,015

貸倒引当金 △228,862 △229,064

流動資産合計 1,674,539 1,430,564

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産（純額） 32,150 26,477

その他（純額） 7,908 7,094

有形固定資産合計 ※１ 40,059 ※１ 33,572

無形固定資産   

ソフトウエア 7,310 3,703

無形固定資産合計 7,310 3,703

投資その他の資産   

投資有価証券 102,694 100,948

長期貸付金 1,092 129

その他 63,750 59,743

投資その他の資産合計 167,537 160,821

固定資産合計 214,907 198,097

資産合計 1,889,447 1,628,661

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,449 66,279

1年内返済予定の長期借入金 ※２,※３ 265,902 ※２,※３ 225,744

前受金 423,481 208,004

未払法人税等 334 4,464

預り金 97,918 99,090

賞与引当金 － 7,188

製品保証損失引当金 5,615 －

過年度決算訂正関連費用引当金 1,350 －

その他 60,642 45,597

流動負債合計 882,694 656,368

固定負債   

長期借入金 ※２,※３ 783,772 ※２,※３ 735,920

その他 1,328 66

固定負債合計 785,100 735,986

負債合計 1,667,795 1,392,354
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年５月31日)
当中間会計期間

(平成29年11月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 164,063 164,063

資本剰余金   

資本準備金 81,558 81,558

資本剰余金合計 81,558 81,558

利益剰余金   

利益準備金 9,361 9,361

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 54,541 70,611

利益剰余金合計 63,902 79,972

自己株式 △94,008 △94,008

株主資本合計 215,517 231,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,565 150

評価・換算差額等合計 1,565 150

新株予約権 4,569 4,569

純資産合計 221,652 236,306

負債純資産合計 1,889,447 1,628,661
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②【中間損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間会計期間

(自　平成28年６月１日
　至　平成28年11月30日)

 当中間会計期間
(自　平成29年６月１日
　至　平成29年11月30日)

売上高 995,131 599,087

売上原価 635,024 434,282

売上総利益 360,106 164,804

販売費及び一般管理費 191,049 144,784

営業利益 169,057 20,019

営業外収益 ※１ 9,840 ※１ 5,322

営業外費用 ※２ 7,608 ※２ 8,030

経常利益 171,288 17,312

特別損失 ※３ 46,557 －

税引前中間純利益 124,731 17,312

法人税、住民税及び事業税 664 2,599

法人税等調整額 △1,004 △1,356

法人税等合計 △340 1,242

中間純利益 125,072 16,069
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成28年６月１日　至　平成28年11月30日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 304,219 81,558 81,558 9,361 △140,156 △130,795 △93,990 160,993

当中間期変動額         

中間純利益     125,072 125,072  125,072

自己株式の取得       △18 △18

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

        

当中間期変動額合計 － － － － 125,072 125,072 △18 125,054

当中間期末残高 304,219 81,558 81,558 9,361 △15,083 △5,722 △94,008 286,048

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 41,903 41,903 5,909 208,806

当中間期変動額     

中間純利益    125,072

自己株式の取得    △18

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

△1,977 △1,977 △1,340 △3,317

当中間期変動額合計 △1,977 △1,977 △1,340 121,737

当中間期末残高 39,925 39,925 4,569 330,543
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当中間会計期間（自　平成29年６月１日　至　平成29年11月30日）

       （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 164,063 81,558 81,558 9,361 54,541 63,902 △94,008 215,517

当中間期変動額         

中間純利益     16,069 16,069  16,069

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

        

当中間期変動額合計 － － － － 16,069 16,069 － 16,069

当中間期末残高 164,063 81,558 81,558 9,361 70,611 79,972 △94,008 231,587

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,565 1,565 4,569 221,652

当中間期変動額     

中間純利益    16,069

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

△1,415 △1,415 － △1,415

当中間期変動額合計 △1,415 △1,415 － 14,654

当中間期末残高 150 150 4,569 236,306
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前中間会計期間

(自　平成28年６月１日
　至　平成28年11月30日)

 当中間会計期間
(自　平成29年６月１日
　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 124,731 17,312

減価償却費 72,251 10,325

減損損失 5,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △324 202

賞与引当金の増減額（△は減少） － 7,188

製品保証損失引当金の増減額（△は減少） － △5,615

過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減

少）
－ △1,350

課徴金引当金の増減額（△は減少） △19,560 －

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増

加）
△2,337 73,892

受取利息及び受取配当金 △1,253 △1,520

デリバティブ評価損益（△は益） △6,120 △850

支払利息 7,108 7,530

固定資産除売却損益（△は益） △206 －

売上債権の増減額（△は増加） 44,482 △27,825

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,193 △10,288

前払費用の増減額（△は増加） 2,863 22,779

長期前払費用の増減額（△は増加） 7,006 3,104

仕入債務の増減額（△は減少） △30,485 38,829

未払金の増減額（△は減少） 6,547 △5,520

未払費用の増減額（△は減少） △2,596 85

前受金の増減額（△は減少） △196,062 △215,477

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,861 △9,362

その他 22,785 6,506

小計 46,887 △90,053

利息及び配当金の受取額 661 1,520

利息の支払額 △3,345 △6,540

法人税等の支払額 △8,715 △565

法人税等の還付額 11,046 28,138

損害補償金の支払額 △205,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △158,465 △67,499

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △307 －

有形固定資産の売却による収入 49,565 －

無形固定資産の取得による支出 △5,940 －

無形固定資産の売却による収入 11,316 －

投資有価証券の取得による支出 △1,227 △301

貸付けによる支出 △2,250 △910

貸付金の回収による収入 606 1,696

敷金及び保証金の差入による支出 △10,524 △220

敷金及び保証金の回収による収入 70 1,282

定期預金の払戻による収入 30,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,309 1,547

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △131,476 △88,010

自己株式の取得による支出 △18 －

自己新株予約権の取得による支出 △1,340 －

配当金の支払額 △152 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,986 △88,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220,141 △153,961

現金及び現金同等物の期首残高 533,088 343,505

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 312,946 ※ 189,543
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用しております。

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(3）たな卸資産

　主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物         　　　３～15年

　工具、器具及び備品 ３～15年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

 自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。

(3）賃貸用資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を償却期間とする定額法を採用しております。

　なお、平成19年３月31日以前に取得した賃貸用資産について、有形固定資産についてはリース期間を耐

用年数とする定率法、無形固定資産についてはリース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。

レンタル資産

　見積貸与期間を償却年数とし、当該期間内に定額償却する方法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

 賞与の支出に備えて、支給予定額を計上しております。

(3）製品保証損失引当金

 製品保証に関する支払いに備えるため、保証履行による損失負担見込額を計上しております。

(4）過年度決算訂正関連費用引当金

 過年度決算訂正関連の支払いに備えるため、費用見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)　金利スワップ

(ヘッジ対象)　借入金の利息

(3）ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。

①　金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。

②　金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。
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③　長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致

している。

④　長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。

⑤　金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。

 従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので決算日における有効性の評価を省略しており

ます。

６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成29年５月31日）

当中間会計期間
（平成29年11月30日）

113,917千円 119,784千円

 

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成29年５月31日）
当中間会計期間

（平成29年11月30日）

現金及び預金 50,000千円 50,000千円

 

　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成29年５月31日）
当中間会計期間

（平成29年11月30日）

１年内返済予定の長期借入金 40,800千円 40,800千円

長期借入金 47,000 26,600

計 87,800 67,400

 

※３　財務制限条項

当社は、金融機関数社とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約による借入及び取引銀

行１行との借入については、一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には、期

限の利益を喪失する可能性があります。

 
前事業年度

（平成29年５月31日）
当中間会計期間

（平成29年11月30日）

１年内返済予定の長期借入金 168,684千円 168,684千円

長期借入金 729,312 709,320

計 897,996 878,004

 

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成29年５月31日）
当中間会計期間

（平成29年11月30日）

当座貸越極度額の総額 100,000千円 100,000千円

借入実行残高 ― ―

差引額 100,000 100,000
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（中間損益計算書関係）

※１　営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

受取利息 795千円 1,516千円

受取手数料 1,920 2,414

デリバティブ評価益 6,120 850

 

※２　営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

支払利息 7,108千円 7,530千円

 

※３　特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

過年度決算訂正関連費用 41,557千円 －千円

 

　４　減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

有形固定資産 37,064千円 6,718千円

無形固定資産 35,187 3,606
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成28年６月１日　至　平成28年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,470,000 ― ― 1,470,000

合計 1,470,000 ― ― 1,470,000

自己株式     

普通株式 97,500 78 ― 97,578

合計 97,500 78 ― 97,578

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加78株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

当事業
年度期首

当中間
会計期間
増加

当中間
会計期間
減少

当中間
会計期間末

提出会社 第６回新株予約権

（自己新株予約権）
普通株式

200,000

－

－

(200,000)

200,000

(－)

－

(200,000)

－

(1,340)

 ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 4,569

合計 － － － － －
4,569

(1,340)

（注）１．第６回新株予約権の当中間会計期間減少は、新株予約権の譲渡によるものであります。

２．第６回自己新株予約権の当中間会計期間増加は、新株予約権の取得によるものであります。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成29年６月１日　至　平成29年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,470,000 ― ― 1,470,000

合計 1,470,000 ― ― 1,470,000

自己株式     

普通株式 97,578 ― ― 97,578

合計 97,578 ― ― 97,578
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

当事業
年度期首

当中間
会計期間
増加

当中間
会計期間
減少

当中間
会計期間末

提出会社 第６回新株予約権

（自己新株予約権）
普通株式

－

(200,000)

－

－

－

－

－

(200,000)

－

(1,340)

 ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 4,569

合計 － － － － －
4,569

(1,340)

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前中間会計期間

（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

現金及び預金勘定 362,946千円 239,543千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50,000 △50,000

現金及び現金同等物 312,946 189,543
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（リース取引関係）

（貸主側）

１．ファイナンス・リース取引

(1）リース投資資産の内訳

　流動資産

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（平成29年５月31日）
当中間会計期間

（平成29年11月30日）

リース料債権部分 888,358 814,466

見積残存価額部分 ― ―

受取利息相当額 ― ―

リース投資資産 888,358 814,466

 

(2）リース投資資産に係るリース料債権部分の中間決算日後（決算日後）の回収予定額

　流動資産

（単位：千円）
 

 

前事業年度
（平成29年５月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース投資資産 147,888 142,108 133,884 124,654 121,858 217,964

 

（単位：千円）
 

 

当中間会計期間
（平成29年11月30日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース投資資産 144,664 138,387 129,813 122,414 120,666 158,519
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（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前事業年度（平成29年５月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 393,505 393,505 ―

(2）売掛金 74,225 74,225 ―

(3）リース投資資産 888,358 843,655 △44,703

(4）仮払金 348,051   

貸倒引当金（※１） △225,676   

 122,374 122,374 ―

(5）投資有価証券 102,694 102,694 ―

(6）長期貸付金 1,471 1,485 14

資産計 1,582,629 1,537,940 △44,688

(1）買掛金 27,449 27,449 ―

(2）未払金 43,338 43,338 ―

(3）長期借入金 1,049,674 1,067,699 18,025

負債計 1,120,462 1,138,488 18,025

デリバティブ取引(※２) (630) (630) ―

(※１)仮払金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で債務となる項目については

(　)で示しております。
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当中間会計期間（平成29年11月30日）

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 239,543 239,543 ―

(2）売掛金 102,050 102,050 ―

(3）リース投資資産 814,466 775,748 △38,717

(4）仮払金 347,427   

貸倒引当金（※１） 225,676   

 121,751 121,751 ―

(5）投資有価証券 100,948 100,948 ―

(6）長期貸付金 684 686 2

資産計 1,379,444 1,340,729 △38,715

(1）買掛金 66,279 66,279 ―

(2）未払金 38,048 38,048 ―

(3）長期借入金 961,664 966,034 4,370

負債計 1,065,991 1,070,362 4,370

デリバティブ取引(※２) 220 220 ―

(※１)仮払金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(１)現金及び預金、並びに(２)売掛金、(４)仮払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。また、回収可能性に懸念があるものについては、回収不能見込額に基づいて貸倒

見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金

額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(３)リース投資資産

リース投資資産の時価については、リース料債権部分の合計額を国債の金利と信用リスクを勘案し合

理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(５)投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された

価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券

関係」をご参照ください。

(６)長期貸付金

これらの時価については、元利金の合計額を国債の金利と信用リスクを勘案し合理的に見積もられる

利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期貸付金には、１年内回収予定の長期貸付

金を含んでおります。

 

負債

(１)買掛金及び　(２)未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(３)長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。なお、長期借入金には、１年内返済予定の借入金を含んでおります。
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デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

 

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリ

バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもの

ではありません。

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成29年５月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1）株式 914 430 484

(2）債券    

　　社債 101,780 100,000 1,780

合計 102,694 100,430 2,264

 

当中間会計期間（平成29年11月30日）

 種類
中間貸借対照表計上

額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 948 732 216

(2）債券    

　　社債 100,000 100,000 ―

合計 100,948 100,732 216
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前事業年度（平成29年５月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引 デリバティブ内包型社債 100,000 ― △630 12,070

合計 100,000 ― △630 12,070

 （注）1.時価の算定方法

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 　　2.デリバティブ内包型債券の時価は、デリバティブが組み込まれた債券(複合金融商品)の組込デリバティブを区

分処理したものであります。

 

当中間会計期間（平成29年11月30日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引 デリバティブ内包型社債 100,000 ― 220 850

合計 100,000 ― 220 850

 （注）1.時価の算定方法

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 　　2.デリバティブ内包型債券の時価は、デリバティブが組み込まれた債券(複合金融商品)の組込デリバティブを区

分処理したものであります。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度（平成29年５月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
（千円）

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引     

変動受取・固定
支払

長期借入金 24,978 ― （注）

 （注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当中間会計期間（平成29年11月30日）

該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

前事業年度(平成29年５月31日)

当社は、本社事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しております

が、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことか

ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上し

ておりません。

 

当中間会計期間(平成29年11月30日)

当社は、本社事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しております

が、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことか

ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上し

ておりません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、ＩＴアウトソース事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　平成28年６月１日　至　平成28年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社明治及びそのグループ会社 147,427

セコムトラストシステムズ株式会社 511,422

いすゞシステムサービス株式会社 103,806

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　平成29年６月１日　至　平成29年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高

セコムトラストシステムズ株式会社 290,342

いすゞシステムサービス株式会社及び

そのグループ会社
103,804

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（平成29年５月31日）
当中間会計期間

（平成29年11月30日）

１株当たり純資産額 158.18円 168.85円

 

　１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成29年11月30日）

１株当たり中間純利益金額 91.13円 11.71円

（算定上の基礎）   

中間純利益金額（千円） 125,072 16,069

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 125,072 16,069

普通株式の期中平均株式数（株） 1,372,476 1,372,422

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

－ －

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、平成28年11月１日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場を上

場廃止となっており、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(１)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第18期）（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）平成29年８月31日関東財務局長に提出

(２)臨時報告書

平成29年12月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

平成29年12月15日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査公認会計士等の異動）に基づく臨時報告書であり

ます。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成29年12月28日
 

モジュレ株式会社
 

 取締役会　御中  

 

仲田公認会計士事務所

   公認会計士 仲田　一元　　印

 

　私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているモ

ジュレ株式会社の平成29年６月１日から平成30年５月31日までの第19期事業年度の中間会計期間（平成29年６月１日から

平成29年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　私の責任は、私が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。私

は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がな

いかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求

めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な

虚偽表示のリスクの評価に基づいて分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ

れる。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制

を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　私は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、モ

ジュレ株式会社の平成29年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成29年６月１日から平

成29年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

その他の事項

　会社の平成29年5月31日をもって終了した前事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表並びに前事業年度の財務諸表

は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して平成

29年2月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して平成29年8月25日付

けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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